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令和８年度被扶養者確認調書添付書類一覧
Ⅰ　所得証明関係　　※ 各添付書類の右上（余白）に、組合員番号・氏名をゴム印等により明記すること。
	　　　　
添付書類

区　　分
	(１)
市区町村長発行の所得証明書
【令和８年度
（令和７年分）】　　　　　　　　
	(２)
令和８年度(令和７年分)確定申告書の写し
	（３)
給与等支払証明書
	(４)
最新の年金等の改定通知書等の写し
	留　意　事　項

	１　無職無収入者
　　（５を除く）
（注２）




	・所得証明書
	
	・給与等支払　証明書
(注１)
(注４)(注５)
	
	（注１）現在無職無収入でも、令和７年５月以降に給与収入がある場合は、給与等支払証明書を添付すること。（令和７年中の給与収入が325,002円未満で、令和８年１月以降の給与収入がない場合は不要。）

（注２）令和７年５月以降に雇用保険を受給した者は、受給者証の写しも添付すること。

（注３）令和７年５月以降に給与収入がある場合は、給与等支払証明書を添付すること。（令和７年中の給与収入が325,002円未満で、令和８年１月以降の給与収入がない場合は不要。）

（注４）人手不足による一時的な労働時間延長等に伴い基準額を超えた場合は「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を追加で添付すること。

（注５）給与収入のみを有する被扶養者で、労働契約の書面から想定されなかった臨時収入により基準額を超えた場合は労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を追加で添付すること。
※令和８年４月１日以降に認定された者に限る

（注６）令和８年３月まで全日制の高等学校に在学していた扶養手当受給対象者で、前年に収入がなかった者については、所得証明書の提出を要しない。（この場合には、確認調書の備考欄に在学していた学校名を記入すること。）

	２　事業所得者
    資産所得者





	・所得証明書
	・確定申告書　の写し
	
	
	

	３　給与等所得者
　（パート、アル　バイトを含む）




	・所得証明書
	
	・給与等支払
　証明書
(注４)(注５)
	
	

	４　年金等所得者






	・所得証明書
	
	
	・改定通知書　等の写し
	

	５


学

生

等
	高校生（全日制）を除く全ての者

※ ただし、高校生(全日制)でも、アルバイト等により収入がある者は添付資料必要。
	・所得証明書
（注６）
	・事業所得等がある場合は、確定申告書　の写し
	・給与等支払証明書
(注３)
(注４)(注５)
	・障害年金等の所得がある場合は、改定通知書等の写し
	


※ 扶養手当受給対象者であっても上記書類を添付すること。




Ⅱ　扶養の実態関係
	　　　　　　　　　　　　　　　　　
添付書類
添付を必要とする
被扶養者
	組合員（会員）と被扶養者の住民票謄本
	扶養の実態に関する申立書

	１　組合員（会員）との同居を必要とする被扶養者
　　（配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の被扶養者）
	○
単身赴任の場合は、組合員の住民票は不要
	△
下記３に該当する場合は必要

	２　組合員（会員）と別居している被扶養者
（22歳年度末までの者で無収入の場合、組合員が単身赴任の場合又は扶養手当受給対象者で全日制の学校（予備校等含む）に在籍する学生の場合は不要）
	
－
	
○（注１）

	３　組合員（会員）と同居し、無職無収入の被扶養者
　　（22歳年度末までの者、配偶者、扶養手当受給対象者又は全日制の学校（予備校等含む）に在籍する学生の場合は不要))
	
－
	
○

	
	
	


注１　送金に関する証明書（通帳の銀行名・通帳名義・口座番号が分かる部分と、送金毎の記帳部分の写しをとり、振込記帳部分に蛍光マーカーを引くこと。）を添付すること。やむを得ず現金を手渡ししている場合は「送金に関する申立書」を添付すること。※扶養手当受給対象者の全日制大学に在籍する学生は送金に関する証明書は省略できる。
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